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新
旧
対
照
表 

○
千
葉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
号
） 

改
正
後 

改
正
前 

（
免
許
申
請
書
添
付
書
類
の
特
例
） 

（
免
許
申
請
書
添
付
書
類
の
特
例
） 

第
一
条 

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
申

請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
一
条 

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
申

請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

免
許
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
（
相
談
役
及
び
顧
問
を
含

む
。
）
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
を
含
む
。
）
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
第
二
条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
が
外
国

人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面 

一 

免
許
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
（
相
談
役
及
び
顧
問
を
含

む
。
）
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
を
含
む
。
）
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
第
二
条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
及
び
事
務

所
ご
と
に
置
か
れ
る
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
が
外
国
人
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面 

二 

法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
（
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
に
つ

い
て
は
、
そ
の
者
の
写
真
（
免
許
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

半
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
も
の
） 

二 

法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
（
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
に
つ

い
て
は
、
そ
の
者
の
写
真
（
免
許
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

半
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
も
の
） 

三 

印
鑑
登
録
証
明
書 

三 

印
鑑
登
録
証
明
書 

 
 

第
二
条
～
第
十
三
条 

略 

第
二
条
～
第
十
三
条 

略 

 
 


